
パソコン・スマートフォン・タブレット
端末からも招集通知をご覧いただけます。

第20期
定 時 株 主 総 会
招集ご通知

開催日時

2026年６月24日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）
開催場所
神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１−２
パシフィコ横浜ノース４階 G403/G404

目 次
第20期 定時株主総会招集ご通知 １
議決権行使のご案内 ４
株主総会参考書類 ７
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余

金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３

名選任の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取

締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与
のための報酬決定の件

議決権行使期限
株式会社ＱＤレーザ
証券コード：6613

2026年６月23日（火曜日）午後５時30分まで
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証券コード6613
2026年６月４日

（電子提供措置の開始日 2026年６月２日）
株主各位

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町206番地１
株式会社ＱＤレーザ
代表取締役社長 大久保 潔

第20期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第20期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ
トに「第20期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
・当社ウェブサイト https://www.qdlaser.com/ir/meeting/
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。下記ウェブ

サイトにアクセスし、銘柄名（QDレーザ）又は証券コード（6613）を入力・検索し「基本情
報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
・東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

・「ネットで招集」
https://s.srdb.jp/6613/

株主の皆様におかれましては、同封の議決権行使書用紙のご郵送又はインターネット等によっ
て議決権を行使することができますので（３〜５ページご参照）、お手数ながら電子提供措置事
項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、2026年６月23日（火曜日）午後５時30分までに
議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
１．日 時 2026年６月24日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
２．場 所 神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１−２

パシフィコ横浜ノース４階 G403/G404
※昨年と同一建物内ですが、階が異なりますのでご注意ください。

３．会議の目的事項
報告事項

第20期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報
告の件

決議事項
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲

渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
以 上

〇書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送
りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、下記の事項を
記載しておりません。
従いまして、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査
をした書類の一部であります。
・計算書類の「個別注記表」

○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。

○電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載
させていただきます。

〇定時株主総会当日のお土産の用意はございませんので、何卒ご了承くださいますようお願
い申し上げます。
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議決権行使書

招集ご通知の掲載内容をコンパクトにまとめ、スムーズな画面遷移を実現した「ネットで招集」。
パソコン・スマートフォン・タブレット端末からいつでもどこからでもご覧いただけます。

本招集ご通知は、「ネットで招集」を採用しています。
ぜひ、ご活用ください。

招集ご通知をインターネットで簡単・便利に!!

「ネットで招集」のご案内

カメラが起動し、議決権行使書用紙のＱＲコードを撮影すると、ＩＤ・パスワー
ドなしで議決権行使ウェブサイトへアクセスいただけます。

開催日時はGoogleカレンダーと連携しています。Googleカレンダーを
利用している方は簡単にスケジュール登録をすることができます。

開催場所の地図はGoogleマップと連動しています。

「スマート行使」
ボタンをタッチ後
「ＯＫ」を選択で
カメラが起動しま
す。

「ＯＫ」を選択後、
「スマートフォン
用議決権行使ウェ
ブサイト」へアク
セスいただけます。

https://s.srdb.jp/6613/アクセスはこちら！！

「スマート行使」に簡単アクセス！

このボタンからインターネット議決権行使ウェブサイトへアクセスいただけます。

（ご参考）

議決権行使ウェブサイトへ簡単アクセス

簡単スケジュール登録

株主総会会場へのアクセスにも便利

議決権行使書用
紙のＱＲコード
を撮影し、撮影
した写真の画面
で「写真を使用」
をタッチ。

写真を使用

POINT 1

POINT 2

POINT 3

POINT 4

第20期

2026年6月24日(水曜日)
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議決権行使のご案内

書面（郵送）で
議決権を行使する方法

インターネットで
議決権を行使する方法

2026年６月23日（火曜日） 2026年６月23日（火曜日）
午後５時30分到着分まで 午後５時30分入力完了分まで

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否
をご表示のうえ、ご返送ください。議決
権行使書面において、議案に賛否の表示
がない場合は、賛成の意思表示をされた
ものとして取り扱わせていただきます。

次ページの案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

行使期限 行使期限

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使
してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

株主総会に
ご出席する方法

第１号議案、第３号議案

第２号議案

当日ご出席の際は、お手数ながら、同封
の議決権行使書用紙を会場受付へご提出
ください。

2026年６月24日（水曜日）

賛成の場合

全員賛成の場合

午前10時

反対する場合

全員反対する場合

一部の候補者を
反対する場合

株主総会開催日時

＞＞

＞＞

＞＞

＞＞

＞＞

「賛」の欄に〇印

「賛」の欄に〇印

「否」の欄に〇印

「否」の欄に〇印
「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を
ご記入ください。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取扱い
たします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いたします。

図は議決権行使書のイメージであり、実際の議決権行使書とは
異なります。実際の議案数は つです。
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議 決 権 行 使 書
御中

株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.

2.

3.

4.

○○○○○○○

）
線
取
切
（

○○○○

○○○○○○○

××××年 ×月××日

インターネット等による議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマートSR」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

2

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「スマートSR」画面上部の「議決権行使サイトへ」ボタンを
タップします。以降は画面の案内に従って賛否をご入力 ください。
※通信環境の影響等により接続しづらい場合は、時間を置いて再度アクセスし

てください。

「議決権行使サイトへ」
をタップ

「スマート行使」での議決権行使は１回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数で

すがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記
載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してロ
グイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイ

トへ遷移できます。

クリック1

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3
3

2
議決権行使コード入力

クリック

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください6

4

5
初期パスワード入力

クリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4
※操作画面はイメージです。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
0120-768-524

受付時間 ９：00～21：00（年末年始を除く）

インターネット等による議決権
行使でパソコンやスマートフォン
の操作方法などがご不明な場合
は、右記にお問い合わせください。
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見本

見本

ライブ配信のご案内

第20期定時株主総会の模様をインターネットでライブ配信
いたします。

本総会におきましては、当日会場にご来場されない株主様
にも株主総会の模様をご覧いただけるよう、映像と音声でラ
イブ配信いたします。是非ご自宅等でご視聴ください。

● 事前に議決権行使をされる場合も、当日のライブ配信をご覧いただくことができます。
● ラ イ ブ 配 信 の 視 聴 方 法 等 に 変 更 が あ る 場 合 は 、 最 新 の 情 報 を 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト

(https://www.qdlaser.com/ir/meeting/)でお知らせいたします。
● 当日ご出席いただいた株主さまの容姿は映さないように配慮いたしますが、やむを得ず映り込んでしま

う場合がございます。あらかじめご了承ください。
● ライブ配信では、ご質問などのご発言はお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。
● ライブ配信をご覧になるための「ID」および「パスワード」を第三者に共有すること、ライブ配信の模

様を録音、録画、公開等することは、お断りいたします。
● ご使用のPC環境や、インターネットの接続環境等により、映像や音声に不具合が生じる場合がございます。
● ご覧いただく場合の通信料金等は、株主さまのご負担となります。

▌視聴方法

ご注意事項

2026年６月24日（水曜日）
午前10時から株主総会終了まで
※ライブ配信サイトには、開始30分前からアクセス可能です。

みずほ信託銀行 証券代行部
0120-288-324

(平日９：００－１７：００)

１．スマートフォン・タブレット端末等で視聴する場合

２．PC等で視聴する場合
以下のURLより議決権行使書右片の裏面に記載の議決権行使コード・パス
ワードをご入力のうえ、「スマートSR」へログインしてください。

「スマートSR」画面の「株主総会ライブ配信サイトへ」ボタンをクリック
してください。
以降は画面の案内に従ってご視聴ください。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書右下のQRコードを読み
取ってください。

「スマートSR」画面の「株主総会ライブ配信
サイトへ」ボタンを押下ください。

「株主総会ライブ配信サイト」に遷移します。
以降は画面の案内に従ってご視聴ください。

「スマートSR」URL https://smart-sr.m041.mizuho-tb.co.jp/SA

配信日時

お問合せ先

― 6 ―
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株 主 総 会 参 考 書 類

第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
当社は、現在生じている利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、株主

還元を含む今後の資本政策の柔軟性と機動性を確保することを目的として、会社法第447条第１
項及び同法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその
他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余
金の全部を繰越利益剰余金に振り替える手続きを実施したいと存じます。
本議案は、発行済株式数を変更することなく資本金及び資本準備金の額を減少するものである

ため、株主の皆様が所有する株式数や業績に影響を与えるものではございません。
また、今回の資本金及び資本準備金の額の減少において当社の純資産額に変更はございません

ので、１株当たり純資産額に変更が生じるものでもございません。

１．資本金の額の減少の内容
(１)減少する資本金の額

2026年５月13日現在の資本金の額94,467,849円のうち84,467,849円減少し、
10,000,000円といたします。
なお、当社が発行している新株予約権が、資本金の額の減少が効力を生ずる日までに

行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。
(２)資本金の額の減少の方法

減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えます。
(３)資本金の額の減少が効力を生ずる日

2026年８月31日を予定しております。

２．資本準備金の額の減少の内容
(１)減少する資本準備金の額

2026年５月13日現在の資本準備金の額6,291,448,919円のうち1,361,075,967円
減少し、4,930,372,952円といたします。
なお、当社が発行している新株予約権が、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日ま

でに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。
(２)資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えます。
(３)資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2026年８月31日を予定しております。
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３．剰余金の処分の内容
上記１の資本金の額の減少及び上記２の資本準備金の額の減少の効力発生を条件とし

て、当該減少により増加するその他資本剰余金の額1,445,543,816円の全額を繰越利益
剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。

(１)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 1,445,543,816円

(２)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,445,543,816円

(３)剰余金の処分が効力を生ずる日
2026年８月31日を予定しております。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（３名）は、本総会の終結の時をもって任期満

了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く）３名の選任をお願いい
たしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役（監査等委員である取締

役を除く）候補者について適任であると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当

社の株式数

1

大久
お お く ぼ

保 潔
きよし

(1968年2月18日)

重 任

1992年４月 三井物産株式会社入社

―株

2006年４月 株式会社QDレーザ取締役（2010年まで）
2006年７月 三井物産株式会社金融市場本部

企業投資開発部投資事業室長
2010年11月 JA三井リース株式会社
2013年１月 アジア・大洋州三井物産株式会社

シンガポール支店 金融・新事業推進室長
2017年４月 三井物産株式会社コーポレートディベロッ

プメント本部金融事業部アセットマネジメ
ント事業室長

2020年６月 Mitsui & Co Global Investment, Inc.
President & CEO

2025年１月 当社執行役員COO
2025年６月 当社代表取締役社長（現任）

２

長
な が お
尾 收

おさむ

(1960年１月27日)

重 任

1982年４月 三井物産株式会社入社

5,000株

2005年７月 株式会社ＭＶＣ（現三井物産グローバル投
資株式会社）代表取締役社長

2006年４月 株式会社QDレーザ取締役（2009年まで）
2009年10月 三井物産株式会社金融・新事業推進本部企

業投資部長
2012年４月 米国三井物産上席副社長 米州本部業務本部

長
2015年４月 株式会社ホーブ顧問
2018年３月 株式会社インフォマート代表取締役社長
2022年１月 同社取締役会長
2024年４月 同社取締役（現任）
2024年６月 当社代表取締役社長
2025年６月 当社取締役（現任）
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候補者
番号

氏名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の株式数

3

波多
は た の

野 薫
かおる

(1977年1月19日)

重 任

2001年４月 株式会社半導体エネルギー研究所入社

5,939株

2013年４月 トムソン・ロイター（現クラリベイト・ア
ナリティクスジャパン株式会社）入社

2017年５月 株式会社セクションC共同創業 代表取締
役

2019年10月 株式会社カルディオインテリジェンス共同
創業

2021年７月 同社知財・新規事業開発室
2021年７月 国立大学法人東北大学特任教授（現任）
2022年６月 当社取締役（現任）
2023年７月 株式会社カルディオインテリジェンスR&D

室
2025年１月 一般社団法人久野塾執行役（現任）
2026年１月 国立大学法人滋賀医科大学客員教授（現任）
2026年５月 株式会社BioLumina代表取締役（現任）

(注）１．各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
２．波多野 薫氏は社外取締役候補者であります。
３．大久保 潔氏を取締役候補者とした理由は、これまで複数の投資企業等の経営者としての経験があり、当社の創業を含め

成長段階の企業の事業戦略立案・実行、経営改善等々、多様な分野で手腕を発揮していることに加え、当社代表取締役社
長に就任し、当社の経営方針の決定に重要な役割を果たしており、引き続き当社の企業価値向上に寄与することが期待で
きるため、取締役として適任であると判断したためであります。

４．長尾 收氏を取締役候補者とした理由は、これまで複数の企業の経営者としての経験を有し、当社の創業を含め成長段階
の企業における事業戦略の立案・実行や経営改善等において手腕を発揮してきたことに加え、当社代表取締役社長を歴任
し、現在は取締役として当社の経営に貢献していることから、引き続き当社の企業価値向上に寄与することが期待できる
ため、取締役として適任であると判断したためであります。

５．波多野 薫氏を取締役候補者とした理由は、これまで複数の研究開発型企業での知財業務経験や企業創業の経験を有する
ことから、知財戦略の側面から当社の企業価値向上に貢献することが期待できるため、当社の社外取締役として適任であ
ると判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって、4年となります。

６．当社は、役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、取締役がそ
の職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該
保険契約において補填することとしており、その契約を更新する予定であります。なお、各候補者は当該保険契約の被保
険者に含まれることになります。

７．当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約
を締結しております。波多野 薫氏の社外取締役選任の承認をいただいた場合は、上記契約を継続する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

８．当社は、波多野 薫氏を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届け出ており、同氏の選
任の承認をいただいた場合には、引き続き独立役員に指定する予定であります。

９．当社の独立社外取締役を選任する際の判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を参考として、当社との間に
利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものとしております。

10．所有する当社の株式数は、2026年３月31日時点のものであります。
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〈ご参考〉 スキルマトリクス

第２号議案の承認が得られた場合の取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリク

スは以下のとおりとなります。

氏名 役職 企業経営・
経営戦略

開発・
テクノ
ロジー

セールス・
マーケ
ティング

国際性・
ダイバー
シティ

財務･
会計・
市場対応

M&A・
戦略投資

法務・
リスクマネ
ジメント

大久保 潔 取締役 〇 〇 〇 〇 〇

長尾 收 取締役 〇 〇 〇 〇 〇

波多野 薫 取締役
（社外） 〇 〇 〇

内田 悟
取締役
監査等
委員

（社外）
〇 〇 〇

森 大輝
取締役
監査
等委員
（社外）

〇

松下 修
取締役
監査等
委員

（社外）
〇 〇 〇 〇

※「ガバナンス」は全ての取締役に求められることから一覧に記載しておりません。
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株
式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、2019年６月27日開催の

第13期定時株主総会において年額２億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含
みません。以下「金銭報酬枠」といいます。）とご承認いただいており、また、当該金銭報酬枠
とは別枠にて、2023年６月27日開催の第17期定時株主総会（以下「第17期定時株主総会」と
いいます。）において、パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた業績連動型譲渡制限付株式
報酬（以下「業績連動型譲渡制限付株式報酬」といいます。）の付与のために当社の取締役（監
査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。）に対して支給
する報酬の総額を年額２億円以内（当社が発行又は処分する当社普通株式の総数は年196,500
株以内）とすることについてご承認いただいております。
今般、取締役の報酬の一部として業績連動型に加えて事前交付型の譲渡制限付株式を付与して

対象取締役に早期かつ継続的な自社株式の保有を促すことにより、対象取締役に対する当社の企
業価値の持続的な向上を図るインセンティブを強化するとともに、株主の皆様とのより一層の価
値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、事前交付型の譲渡制限付株式を付与する
ことにつきご承認をお願いいたします。
本議案に基づく譲渡制限付株式の付与は、取締役会決議に基づき、以下のいずれかの方法で行

うものといたします。
① 対象取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株式
の発行又は処分を行う方法

② 対象取締役に対して報酬等として金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の
全部を現物出資財産として給付して、当社の普通株式の発行又は処分を受ける方法（以下「現
物出資交付」といいます。）
上記の譲渡制限付株式を付与する目的を踏まえて、本議案に基づき支給する報酬の総額は現行

の金銭報酬枠の内枠とし、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、
年額8,000万円以内といたします。また、本議案に基づき対象取締役に対して発行又は処分され
る当社の普通株式の総数は、業績連動型譲渡制限付株式報酬の上限株式数とは別に設定すること
とし、年間196,500株以内といたします（ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は
株式の分割（株式無償割当てを含みます。）によって増減した場合は、上記の上限株式数はその
比率に応じて調整されるものといたします。）。
なお、現物出資交付の場合の1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における

東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先
立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会
にて決定します。

2026年05月19日 14時24分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 13 ―

また、各対象取締役への具体的な配分については、報酬諮問委員会の答申を経た上で、その意
見を尊重して取締役会において決定することといたします。
なお、現在の対象取締役は２名であり、第２号議案が原案どおり承認可決されますと、引き続

き対象取締役は２名となります。
本議案に基づく譲渡制限付株式の付与に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容

を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものといたしま
す。
(1) 対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」と

いう。）について、本割当株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取
締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間（以下「譲渡制限期間」という。）、譲
渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

(2) 対象取締役が当社の取締役会が定める期間（以下「役務提供期間」という。）が満了する前
に上記(1)に定める地位を退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由が
ある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(3) 当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、上記(1)に定める地位にあったことを
条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を
解除する。ただし、対象取締役が、上記(2)に定める当社の取締役会が正当と認める理由によ
り、役務提供期間が満了する前に上記(1)に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制
限を解除する本割当株式の数を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

(4) 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除され
ていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(5) 当社は、譲渡制限期間中に、対象取締役が法令、社内規則又は本割当契約の違反その他本
割当株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当し
た場合、本割当株式を当然に無償で取得する。

(6) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契
約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事
項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さな
い場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議によ
り、役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定
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める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除す
る。

(7) 上記(6)に規定する場合においては、当社は、上記(6)の定めに基づき譲渡制限が解除された
直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

本議案は、対象取締役に早期かつ継続的な自社株式の保有を促すことにより、対象取締役の当
社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを強化するとともに、株主の皆様とのより一
層の価値共有を進めることを目的とするものです。本議案についてご承認いただいた場合には、
当社は、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を改定し、本議案に基づく譲渡制
限付株式報酬を付与する内容にする予定ですが、本議案の内容はそのために必要かつ相当な内容
となっています。また、本議案に基づき1年間に発行又は処分される株式数の上限の2026年５
月14日現在の発行済株式総数（自己株式数を除きます。）に占める割合は、第17期定時株主総会
においてご承認をいただいた対象取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬及び監査等委員
でない社外取締役及び監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬として発行又は処分
する株式の総数と合計しても約0.99％であって過大な希薄化が生じるものではないことから、
本議案の内容は相当なものであると判断しております。

以 上
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事 業 報 告
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

１．株式会社の現況に関する事項
（１）事業の経過及びその成果

当事業年度における世界経済は、米国新政権による保護主義的な通商政策の動向を背景に国際貿易の先行
き不透明感が続くなか、中東情勢やウクライナ紛争の長期化、各国の金融・通商政策に伴う為替や物価の変
動などにより、不安定な状況で推移しました。主要国においては金融引き締めの影響から景気減速感が見ら
れる一方、サービス需要を中心に底堅い動きも見られましたが、地政学リスクの長期化や資源国・中東地域
を巡る情勢変化への警戒感もあり、全体として先行き不透明な状況が継続しました。
わが国経済においては、物価高の継続や実質賃金の伸び悩みが個人消費の回復を抑制する要因となるな

か、消費には一部持ち直しの動きが見られたものの、海外経済の減速や米国通商政策の影響を受け、輸出や
設備投資には慎重な姿勢が見られました。また、政権交代を受けた経済・産業政策の方向性を見極める動き
に加え、為替相場の変動やコスト上昇への警戒感もあり、企業マインドは総じて力強さを欠く状況で推移し
ました。このような環境のもと、国内経済の先行きについては引き続き不透明な状況が続いております。
このような環境下、当社は2025年６月24日付で代表取締役が交代し、新たな経営体制のもとで、より一

層の事業推進とスピード感ある経営を図っております。2024年11月14日に発表した中期経営計画に沿っ
て、2027年３月期での黒字化の実現を目指し、強みのある事業の更なる成長に向けた取組みと事業領域の
再構築を進めております。
なお、2026年４月より、従来「視覚情報デバイス事業」としていたセグメント名称を「レーザ・オプテ

ィカルソリューション事業」に変更しております。このため、本資料においては2026年３月期についても
変更後の事業名で表記しております。なお、この変更は視覚情報のみにとらわれずに、レーザと光学技術を
用いてソリューション事業の領域を拡大して展開することを目的として名称を変更したものであり、セグメ
ントの内容に変更はありません。

事業別の動向としましては、レーザデバイス事業の分野では売上高は前事業年度から増加しました。製品
別では高出力レーザ、量子ドットレーザが前事業年度から増収となりましたが、DFBレーザ、小型可視レー
ザが前事業年度から減収となりました。レーザ・オプティカルソリューション事業の分野では、開発受託増
収により売上高は前事業年度から増加しました。
各製品の成果については次のとおりです。

・DFBレーザにおきましては、センサシステム、半導体製造等の計測用光源の受注が増加した一方、精密加
工用光源の受注が減少し、本製品の当事業年度売上高は495,741千円となりました。

・小型可視レーザにおきましては、国内向け顕微鏡用光源の受注が増加した一方、細胞解析装置大手顧客の
在庫調整による受注減少や当社生産トラブルによる出荷遅延等により、本製品の当事業年度売上高は
243,486千円となりました。

・高出力レーザにおきましては、640nmから905nmの波長帯で、主に産業用途向けの建設・DIY用水準器、
照明、半導体工場用センサ、マシンビジョン、工場内データ通信用光源等、広範なニーズに対応してビジ
ネス展開しております。これら全ての分野での受注が増加し、本製品の当事業年度売上高は259,141千円
となりました。
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・量子ドットレーザにおきましては、シリコンフォトニクス用光源として日米欧の９社と光コネクタ・チッ
プ間通信、LiDAR用途で共同開発を継続して行っております。これら開発用量子ドットウエハの受注が増
加し、当事業年度の売上高は174,879千円となりました。

・レーザ・オプティカルソリューション事業におきましては、次世代網膜投影型アイウェア（スマートグラ
ス）に向けた各種要素技術の開発受託で、アイトラッキング駆動システムの開発を中心に受注が増加し、
当事業年度売上高は199,552千円となりました。

当事業年度においては、事業の発展に合わせ、次の施策を行いました。
・「攻め」の土台となるベースライン計画と、その土台に基づく積極的な「攻め」となる成長可能性追求の
両立に向けた道筋について示した中期経営計画に沿って、2027年3月期での黒字化を明確な目標とし、事
業領域の再編成、共同事業化を含めた他社との提携の検討など計画達成のための取り組みを継続して行っ
てまいりました。

・オールインワン小型可視レーザ「Lantana」製品の受注開始をはじめ、新波長の小型可視レーザ、半導体
検査用超高速DFBレーザ等の開発を継続してまいりました。

・レーザ・オプティカルソリューション事業の構造転換施策として、アイトラッキング駆動システムを含む
次世代アイウェアの開発受託をはじめ、スマートフォン装着型網膜投影機器や産業機器用光学モジュー
ル・光学ユニットの開発を推進いたしました。

・眼のセルフチェックツール「MEOCHECK」に関して、判定結果が受診勧奨にあたることから、自主回収
及びソフトウェアの改修を実施し、「MEOCHECK NEO」として新たな展開を開始いたしました。今後も
引き続き、製品の品質・安全性確保及び法令の遵守に万全を期してまいります。

・中小企業庁が推進する「100億宣言」に参画し、今後10年間で売上高100億円超の達成を目指す中長期の
成長ビジョン『10 by 10 to 100』を掲げるとともに、同宣言に並行して中小企業成長加速化補助金を
申請し、2025年９月に採択が決定され、2025年12月に５億円の補助金交付が決定されました。本宣言
は、持続的な成長を実現するために必要な経営資源の確保と、成長基盤の構築に取り組む当社の姿勢を示
すもので、補助金交付決定後には将来の増産対応と研究開発の加速を目指して結晶成長装置の増設を決定
し、装置の発注を行いました。

・新規結晶成長装置の購入資金として、株式会社りそな銀行より無担保無保証で計710,000千円の金銭消費
貸借契約を締結し、2026年３月に330,000千円の借入による資金調達を行いました。残りの380,000千
円については期末後になりますが４月に資金調達を行っております。引き続き資本効率を意識した投資と
組織体制の整備を行い、成長ビジョンの実現と企業価値の向上に取り組んでまいります。

・本社移転に先行し、主にレーザ・オプティカルソリューション事業が横浜市戸塚区に移転し、横浜戸塚サ
イト（YTS）として３月より稼働を開始いたしました。なお、本社機能及びレーザデバイス事業は４月よ
りYTSとは場所は異なりますが、同じく横浜市戸塚区の新本社にて稼働を開始しております。新たな拠点
体制のもと、事業基盤の強化を進めるとともに、各拠点の機能を活かしながらより一層の事業成長を図っ
てまいります。

・台湾のThe Industrial Technology Research Institute（工業技術研究院：ITRI）および東京大学量子
ドット荒川研究室と、量子ドット・コムレーザおよび関連する光電子技術に関する共同研究開発の基本合
意書を締結し、AIデータセンター向け次世代光インターコネクトや光電融合分野への応用を見据えた国際
共同研究体制を構築するとともに、PoCフェーズにおける技術実証を通じて、将来の実用化および事業展
開に向けた基盤を整備いたしました。
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これらの結果、当事業年度の事業別売上高はレーザデバイス事業で1,173,248千円、レーザ・オプティカ
ルソリューション事業で199,552千円となり、レーザデバイス事業では継続して営業黒字となりました。全
社では当事業年度の売上高は1,372,801千円、当期純損失は357,147千円となりました。

（２）設備投資等の状況
当事業年度に実施した設備投資の総額は753,764千円であり、その主なものは、MBE3号機契約金

330,000千円、新拠点内装等工事381,157千円、MBEバルブドクラッカーセル28,400千円であります。

（３）資金調達の状況
当期において、MBE3号機の導入に伴う設備投資資金として、金融機関から長期借入金330,000千円を調

達いたしました。

（４）対処すべき課題
対処すべき課題は次のとおりです。

・全社黒字化の達成
収益赤字が継続している中、2024年11月に中期経営計画を策定し、2027年3月期において黒字化を達

成し、黒字化と成長可能性のバランスを図る事業計画を公表しました。この中期経営計画の2年目にあた
る2026年3月期についても初年度にあたる2025年3月期に引き続き、売上高、利益とも計画を達成して
おります。中期経営計画の最終年度にあたる2027年3月期の全社黒字化に向けて取り組みを進めてまいり
ます。なお2027年3月期の業績予想については2026年５月14日に公表済みとなっております。

・レーザデバイス事業の成長
加工、センサ、バイオメディカル用光源領域では、既存製品の拡販と低コスト化、高付加価値製品の開

発、新規アプリケーションへの参入を進め、中長期的に年率10％以上の安定的な事業成長を図ります。当
社のコア技術である量子ドットは中長期的な成長ドライバとして、光通信、LiDAR、民生品応用に向けた
研究開発を進めてまいります。

・スマートグラス実現に向けた取り組みの継続・拡大
レーザ・オプティカルソリューション事業の飛躍的成長を実現するためには、多くの方が日常的に使う

スマートグラスへの技術採用が欠かせない要素です。共同事業のパートナー企業とともに、アイトラッキ
ング機能の開発、低消費電力化、小型化、高精細化といった要素技術の成熟に向けて取り組むとともに、
これまで蓄積した知財・ノウハウの収益化を目指してまいります。

・光学モジュール・ユニット領域での取り組み
レーザ・オプティカルソリューション事業のうち光学モジュール・ユニット領域においては、これまで

の網膜投影技術、半導体レーザや光学設計技術、生産ノウハウを活かして、顧客の具体的ニーズに応じた
製品や機能を提供することにより、新たなサプライチェーンの安定基盤構築を目指してまいります。

・ビジョンサポート領域での取り組み
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レーザ・オプティカルソリューション事業のうちビジョンサポート領域においては、新規スマートフォ
ン装着型網膜投影機器の上市を目指し、テストマーケティングを開始いたしました。認知の浸透には相応
の時間がかかると考えられますが、レーザ・オプティカルソリューション事業祖業ともいえるビジョンサ
ポート領域での市場開拓、事業開発を進めてまいります。

・マーケティングと営業体制、新製品開発力の強化
市場・業界・顧客分析、及び分析に基づく戦略的営業活動を継続的に充実させるとともに、従来の定期

的な顧客訪問、展示会の有効活用、国内外代理店との密な連携、企業パイプラインの強化と複線化、ウェ
ブサイトの充実、Eコマースサイト活用を継続して、売上増大と利益確保を図ります。また、製品開発、
研究開発基盤とマーケティングを連動させ、新製品開発力を強化します。

・水平分業提携先との協業体制の維持と発展
チップ作製、モジュールアッセンブリ、網膜投影機器生産提携先と、将来ビジョン、年間計画、各案件

のスケジュール連携、結果のフィードバック、定期的な訪問、打合せ等を行い、より一層の関係強化を図
ります。

・高品質・安定した製品の供給
高品質、高性能な製品を市場に供給し顧客満足度を継続して向上できるようISOに準拠した製品開発を

行っていきます。また、顧客の性能、品質、価格、納期へのご要求に常に耳を傾け、開発・生産・営業が
一体となりスピーディーに対応できる体制の継続的改善を行っていきます。

・MBE装置(分子線エピタキシー法による結晶成長装置）の維持管理
当社の技術を支えるMBE装置は事業部の移転に合わせて2026年４月に横浜市戸塚区の新拠点に移設を

行い、生産再開に向けた立ち上げをスケジュール通りに進めているところです。また、2027年度には現
在の４倍の生産能力を実現できるよう、新規MBE装置を導入する予定となっています。本装置は繊細な管
理を必要とするため、日々の修繕において、安定的な運用を行うとともに、新規MBE装置設置後の早期稼
働を実現できる体制の構築を図ってまいります。

・適切なコーポレートガバナンスとIR体制強化
開示書類の早期作成、業務プロセスの改善、内部管理体制の強化を継続的に推進するとともに、株主と

のコミュニケーションを強化し、株主満足度の高いIR体制を構築してまいります。

当事業年度の営業損失は326,213千円となりましたが、レーザデバイス製品の販売拡大とレーザ・オプ
ティカルソリューション事業の収益化によって、長期安定的な経営へ繋げ、2027年３月期黒字化の実現
に向けて事業を行ってまいります。
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（５）財産及び損益の状況の推移

区分
2022年度
第17期

2023年度
第18期

2024年度
第19期

2025年度
第20期

売上高 1,159,479千円 1,247,485千円 1,308,870千円 1,372,801千円

経常損失(△) △546,884千円 △600,972千円 △443,547千円 △305,758千円

当期純損失(△) △550,379千円 △642,627千円 △445,768千円 △357,147千円

1株当たり
当期純損失(△)

△15.16円 △15.44円 △10.68円 △8.55円

総資産 4,918,398千円 6,146,353千円 5,505,868千円 5,565,940千円

純資産 4,439,807千円 5,667,791千円 5,219,265千円 4,900,027千円

1株当たり
純資産

115.04円 135.60円 124.98円 116.88円

（注）１株当たり当期純損失(△)は、期中平均発行済株式数により、１株当たり純資産は期末発行済株式総数により算出しておりま
す。

（６）重要な親会社及び子会社の状況（2026年３月31日現在）
①親会社の状況

該当事項はありません。

②子会社の状況
会社名 資本金（千円） 議決権の所有割合 主要な事業内容

QD Laser Deutschland
GmbH 3,372 100% ドイツにおける治験

結果の維持管理

QD Laser America, Inc. 1,363 100% QDレーザ製品の輸
入販売
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（７）主要な事業内容

事業 主要製品

レーザデバイス事業
GaAs基板をプラットフォームとする通信・産業用半導体レーザ部品
及びエピタキシャルウエハ等の研究、開発、製造、販売及びマーケテ
ィング

レーザ・オプティカルソリュ
ーション事業※

レーザ技術を応用した網膜投影機器等の研究、開発、製造、販売、サ
ービス及びマーケティング

※2026年４月より従来「視覚情報デバイス事業」としていた報告セグメントの名称を「レーザ・オプティ
カルソリューション事業」に変更しております。この変更は報告セグメントの名称変更のみであり、セグ
メント情報に与える影響はありません。

（８）主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）

主要な営業所 所在地

本社 神奈川県川崎市※

横浜戸塚サイト 神奈川県横浜市
※2026年４月より神奈川県横浜市に移転しました。

（９）従業員の状況（2026年３月31日現在）

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

50名（10名） ２名増 51.08歳 7.72年
（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタ

イマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、年間平均雇用人員を（ ）外数で記載しております。

（10）主要な借入先（2026年３月31日現在）
借入先 借入残高（千円）

株式会社りそな銀行 330,000
なお、当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行とコミットメントライン契約（融

資限度額5億円）を締結しておりますが、当期末における実行残高はありません。
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２．株式の状況（2026年３月31日現在）
（１）発行可能株式総数 100,529,000株

（２）発行済株式の総数 41,840,875株（自己株式数829株を含む）

（３）株主数 53,143名

（４）大株主（上位10名）

株主名 持株数 持株比率

JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH
EQ CO 551,700株 1.31%

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 414,045株 0.98%

石井 良明 397,200株 0.94%
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG
(FE-AC) 382,275株 0.91%

株式会社ＳＢＩ証券 313,283株 0.74%

JP JPMSE LUX RE SOCIETE GENERALE EQ CO 258,915株 0.61%

川本 敏江 255,000株 0.60%

野村證券株式会社 248,600株 0.59%

松井証券株式会社 228,100株 0.54%

高橋 功 226,400株 0.54%
（注）当社は、自己株式数（829株）を控除し、小数点以下第３位を切り捨てて算出しております。

2026年05月19日 14時24分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 22 ―

（５）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当社は監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役に対して、株式保有を通じて株主との価

値共有を高めることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入
しております。なお、当事業年度は監査等委員会での判断により、監査等委員である取締役への交付は行い
ませんでした。

区分 株式数（株） 交付対象者数（人）
社外取締役（監査等委員である
者を除く） 3,283 1

（６）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．会社役員に関する事項
（１）取締役の氏名等（2026年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 大久保 潔
取締役 長尾 收 株式会社インフォマート 取締役
取締役 波多野 薫 株式会社カルディオインテリジェンスR&D室

国立大学法人東北大学特任教授
一般社団法人久野塾執行役
国立大学法人滋賀医科大学客員教授

取締役(常勤監査等委員) 内田 悟
取締役(監査等委員) 森 大輝 光和総合法律事務所 パートナー
取締役(監査等委員) 松下 修 松下修公認会計士事務所代表

株式会社インフォマート 社外取締役
（注）１．取締役 波多野薫氏、内田悟氏、森大輝氏及び松下修氏は、社外取締役であります。

２．取締役 波多野薫氏は、これまで複数の研究開発型企業で知財や企業創業の経験があり、知財戦略に関する幅広い知識と
見識を有しております。

３．常勤監査等委員 内田悟氏は、これまで国内外複数の企業の経営者としての経験があり、グローバル企業経営の幅広い知
識と見識を有しております。

４．当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び重要な社内会議におけ
る情報共有並びに内部監査担当者と監査等委員会との連携を可能とするため、取締役監査等委員 内田悟氏を常勤の監査
等委員に選定しております。

５．監査等委員 森大輝氏は、弁護士であり、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に高い見識を有しております。
６．監査等委員 松下修氏は公認会計士であり、公認会計士としてのグローバル大手会計事務所等での業務経験を通じ、財

務、会計及び税務に高い見識を有しております。
７．2025年６月24日開催の第19期定時株主総会において松下修氏が取締役(監査等委員)に新たに選任され、就任いたしまし

た。
８．当社は、波多野薫氏、内田悟氏、森大輝氏及び松下修氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引

所に届け出ております。

（２）責任限定契約の内容の概要
当社は各社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険

により被保険者が負担することになる損害賠償金、争訟費用及びそれらに付随する費用を補填することとし
ております。但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、私的な利益または便宜
を違法に得たこと又は犯罪行為に起因する賠償請求等については補填の対象としないこととしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び執行役員であり、全ての被保険者について、そ

の保険料を全額当社が負担しております。
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（４）当事業年度に係る取締役の報酬等
①取締役の報酬等の総額

役員区分 員数 報酬等の総額

報酬等の種類別の総額

基本報酬
業績連動
報酬等

金銭報酬

取締役（監査等委員を除く） ４名 44,980千円 25,350千円 8,850千円

（うち社外取締役） （２名） （4,849千円） （3,825千円） （―）

取締役（監査等委員） ４名 14,301千円 13,680千円 ―

（うち社外取締役） （４名） （14,301千円） （13,680千円） （―）

合計 ８名 59,281千円 39,030千円 8,850千円

（うち社外取締役） （６名） （19,150千円） （17,505千円） （―）

役員区分

報酬等の種類別の総額
業績連動
報酬等 非金銭報酬

非金銭報酬

取締役（監査等委員を除く） 9,756千円 1,024千円

（うち社外取締役） （―） （1,024千円）

取締役（監査等委員） ― 621千円

（うち社外取締役） （―） （621千円）

合計 9,756千円 1,645千円

（うち社外取締役） （―） （1,645千円）
(注) １．非金銭報酬として取締役に対して株式報酬を交付しております。

２．当該株式報酬の内容は業績連動報酬等に含まれる非金銭報酬であり、パフォーマンス・シェア・ユ
ニットです。
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３．金銭報酬はパフォーマンス・シェア・ユニットの金銭支給分を含んでおります。
４．業績連動報酬に含まれない非金銭報酬は譲渡制限付株式報酬です。その交付状況は２．株式の状況

（５）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況に記載のとおりです。

②業績連動報酬等に関する事項
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、本（４）②及び③において「業務

執行取締役」といいます。）に対して事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために、各事業年度
の売上高、営業利益、企業価値等を総合的に勘案して算定した額を賞与として毎年一定の時期に支給する
こととしています。当事業年度は2025年3月期の売上高目標1,155百万円に対して1,308百万円の実績だ
ったため、基準額の113%となります。
また、業務執行取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも

に、株主の皆様との一層の価値共有を進めること、及び業務執行取締役の報酬と当社の業績との連動性を
高めることを目的として、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。業績連動型譲渡制限
付株式報酬制度は、業績目標の達成度に応じて譲渡制限付株式を交付する制度であり、譲渡制限期間は業
務執行取締役等の地位を退任する日までです。業績連動型譲渡制限付株式報酬に係る指標は、２年間の各
事業年度の売上高目標、営業利益目標の達成率、株価の増減率によって算定し、２年分を合計するものと
しており、当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるとともに株主との
利害共有の意識を高めるためであります。
また、監査等委員でない社外取締役（以下、本（４）②及び③において「非監査等委員社外取締役」と

いいます。）及び監査等委員である取締役に対して当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセ
ンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めること、及び非監査等委員社外取締役及
び監査等委員である取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも
に株主の皆様との一層の価値共有を進めることをそれぞれ目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入し
ております。譲渡制限付株式報酬制度は、一定期間の役務提供を条件として譲渡制限期間満了時に譲渡制
限を解除する内容の譲渡制限付株式を役務提供開始時に付与する制度であり、譲渡制限期間は取締役等の
地位を退任する日までです。

③取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬の額は、2019年６月27日開催の第13期定時株主総会にお

いて、年額200,000千円以内（ただし、使用人報酬相当額は含まない。）と決議しております。当該定時
株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は３名（うち、社外取締役は１名）です。
当社取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2019年６月27日開催の第13期定時株主総会において、年

額35,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３
名です。
当社業務執行取締役の業績連動型譲渡制限株式報酬の額及び数は、2023年６月27日開催の第17期定時

株主総会において、上記報酬枠とは別枠で年額8,000万円以内、本制度に基づいて発行又は処分される当
社の普通株式の総数は年196,500株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の業務執行取締
役の員数は２名です。
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当社非監査等委員社外取締役及び監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬の額及び数は
2023年６月27日開催の第17期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で非監査等委員社外取締役に
つき年額1,000万円以内、監査等委員である取締役につき年額1,000万円以内とし、本制度に基づいて発
行又は処分される当社の普通株式の総数は非監査等委員社外取締役につき年24,500株以内、監査等委員
である社外取締役につき年24,500株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の非監査等委
員社外取締役の員数は１名、監査等委員である取締役の員数は３名です。

④取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ア．取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
競争優位の構築と向上のため、多様で優秀な人材を保持すること、永続的な企業価値増大への取り組み

を促進すること、株主との利害を共有することを踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」という。）を2023年７
月13日開催の取締役会において決議いたしました。

イ．決定方針の内容の概要
１．基本方針

取締役報酬は、(1)競争優位の構築と向上のため、多様で優秀な人材を獲得、保持すること、(2)永
続的な企業価値増大への取組を促進すること、(3)株主との利害を共有することを目的としておりま
す。
業務執行取締役（社外取締役を除く監査等委員でない取締役を意味する。以下同じ。）の報酬につ

いては、(1)基本報酬（業績に連動しない金銭報酬を意味する。以下同じ。）、(2)短期インセンティブ
としての単年度賞与（業績に連動する金銭報酬を意味する。以下同じ。）、(3)中長期インセンティブと
しての業績連動型譲渡制限付株式報酬（業績に連動する非金銭報酬を意味する。以下同じ。）から構
成することとし、持続的な業績向上を動機づけるものとしております。
非業務執行取締役（監査等委員でない社外取締役を意味する。以下同じ。）の報酬については、そ

の役割に鑑み、(1)基本報酬、(2)中長期インセンティブとしての事前交付型譲渡制限付株式報酬（業
績に連動しない非金銭報酬を意味する。以下同じ。）から構成することとしております。

２．基本報酬の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件
の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、前年までの実績と貢献、当該事業年度の職責等

に応じて他社水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して支給額を決定するものとしており
ます。

３．単年度賞与の業績指標の内容および額の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条
件の決定に関する方針を含む。）
単年度賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために業績指標を反映した金銭報酬
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とし、各事業年度の売上高、営業利益、企業価値等を総合的に勘案して算定した額を賞与として毎事
業年度一定の時期に支給することとしております。

４．業績連動型譲渡制限付株式報酬の業績指標の内容および額もしくは数またはその算定方法ならびに非
金銭報酬等の内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期
または条件の決定に関する方針を含む。）
業績連動型譲渡制限付株式報酬として、パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた業績連動型株

式報酬制度を採用し、評価期間の終了後に交付する株式には譲渡制限を付することとしております。
なお、納税資金を確保する観点から、その一部を譲渡制限解除時に金銭で支給することとしておりま
す。
業績連動型譲渡制限付株式報酬は、原則として、中期事業計画において定める業績目標その他の客

観的な当社の業績指標を評価指標として、その達成度に応じて、評価期間終了後に、当社の普通株式
を交付することとしております。評価指標として採用する業績指標は各中期事業計画における経営上
の重要性等に応じて取締役会において決定し、業績連動型譲渡制限付株式に係る権利は中期経営計画
の状況等に応じて取締役会において定める時期に付与することとしております。
業績連動型譲渡制限付株式報酬として交付する株式の数および支給する金銭の額は、各々の職責等

を考慮して定める基準となる数または額に、予め定めた評価期間における評価指標の達成度に応じた
支給率を乗じて決定することとしております。
業績連動型譲渡制限付株式報酬として交付する株式には、業務執行取締役を退任までの間、譲渡、

担保権の設定その他の処分をしてはならないとの譲渡制限を付することとしております。
５．事前交付型譲渡制限付株式報酬の内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針

（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
非業務執行取締役に対して、取締役退任時に譲渡制限を解除する事前交付型譲渡制限付株式報酬制

度を採用しております。
事前交付型譲渡制限付株式報酬は、一定期間の役務提供を条件として、取締役退任時である譲渡制

限期間満了時に譲渡制限を解除する内容の譲渡制限付株式を付与するものであり、毎事業年度一定の
時期（役務提供開始時）に付与することとしております。
譲渡制限付株式報酬として交付する株式の個人別の数は、基本報酬額を基準に算出した譲渡制限付

株式報酬の基準額に基づいて決定することとしております。
６．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の報酬構成においては、多様で優秀な人材を確保、保持すること、中長期的な会社
成長や企業価値との連動性をより高めるとともに株主との一層の価値共有を進めること等の取締役報
酬の目的を踏まえて、目標達成時の標準的な報酬構成比率が基本報酬、単年度賞与および業績連動型
譲渡制限付株式報酬について概ね以下の割合となるように設定することとしております。
基本報酬：単年度賞与：業績連動型譲渡制限付株式報酬＝70：10：20
非業務執行取締役の報酬構成においては、基本報酬および事前交付型譲渡制限付株式報酬の割合が

概ね以下となるように設定することとしております。
基本報酬：譲渡制限付株式報酬＝80：20
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７．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役に支給する基本報酬、単年度賞与、業績連動型譲渡制限付株式報酬および譲渡制限付株式

報酬の個人別の額または数については、取締役会の諮問機関として、その過半数を独立社外取締役
（監査等委員である者を含む。）で構成し、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会において審議の
うえ、当該審議の内容を最大限尊重して、株主総会において決議された報酬等の額及び内容の範囲内
において、取締役会の決議により決定することとしております。

ウ．当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した
理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会の諮問機関である報酬委員会が各取

締役の前年までの実績と貢献、当該年度の職責等に応じて検討を行っているため、取締役会もその判
断を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

⑤取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。

４．社外役員に関する事項
（１）重要な兼職先である法人等と当社との関係

①取締役波多野薫氏の兼職先である株式会社カルディオインテリジェンス、一般社団法人久野塾並びに国立
大学法人滋賀医科大学と当社との間には利害関係はありません。また、国立大学法人東北大学との間に取
引関係はありますが、一般的な取引条件に基づく取引であり、特別な関係ではありません。

②監査等委員森大輝氏の兼職先である光和総合法律事務所と当社との間には利害関係はありません。
③監査等委員松下修氏の兼職先である松下修公認会計士事務所並びに株式会社インフォマートと当社との間
には利害関係はありません。
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（２）当事業年度における主な活動状況
区分 氏名 当事業年度における主な活動状況

取締役 波多野 薫
当事業年度に開催された取締役会16回全てに出席し、企業経営や
知財に係る豊富な経験・見識から議案審議や契約締結、事業の枠組
み等に関して必要な発言を行っております。

取締役
(常勤監査等委員) 内田 悟

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会14回全て
に出席し、企業経営に係る豊富な経験・見識から議案審議等に妥当
性・透明性・客観性・適正性を確保するための発言を行っている
他、業務執行の監査・監督のために社内の重要な会議に出席してお
ります。

取締役
(監査等委員) 森 大輝

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会14回全て
に出席し、弁護士としての高い見識から議案審議や契約締結、規程
改定等に関して妥当性・透明性・客観性・適正性を確保するための
発言を行っております。

取締役
(監査等委員) 松下 修

2025年６月24日の就任以降、当事業年度に開催された取締役会
11回及び監査等委員会10回全てに出席し、公認会計士としての高
い見識から議案審議や契約締結、規程改定等に関して妥当性・透明
性・客観性・適正性を確保するための発言を行っております。

（注）取締役（監査等委員）松下修氏は、2025年６月24日開催の第19期定時株主総会において選任されたため、取締役会及び監
査等委員会の開催回数が他の社外取締役と異なります。

５．会計監査人の状況
（１）名称 みおぎ監査法人
（２）報酬等の額

報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25,500千円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 25,500千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明
確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額はこれらの合計額を記
載しております。

２．監査等委員会は監査計画、監査内容、監査に要する工数及び工数単価を確認し、従来の実績値及び計画値との比較から報
酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬に関する代表取締役の決定は妥当であると認め、これに同意しておりま
す。

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査等委員会が会社法第340条第１項に定める解任事由に該当すると判断した場合及び会計監査人の

適格性、独立性を害するなどの事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合、監査等委
員会は、監査等委員会規程に基づき、「会計監査人の解任」又は「会計監査人の不再任」を株主総会の付議
案件とすることといたします。
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６．会社の体制及び方針
当社は、業務の適正性を確保するための体制として2015年10月15日の取締役会にて、「内部統制システム

の整備に関する基本方針」を定める決議を行っておりますが、2019年４月11日開催の取締役会において、以
下のとおり一部改訂を行い、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。
内部統制システムの整備に関する基本方針は以下のとおりであります。

（１）取締役、従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役及び従業員がとるべき行動の規範を示した「企業憲章」「行動規範」を制定し、取締役及び従業
員が法令・定款等を遵守することを徹底する。

②取締役会は、取締役及び従業員が法令・定款等の遵守する体制を整備・運用するため、社内諸規程を
制定し、随時その有効性を検証する。

③取締役会は、「取締役会規程」に則り会社の業務執行を決定する。
④代表取締役社長は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かかる決定、取
締役会決議、取締役会規程に従い職務を執行する。

⑤取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は会社の業務執行状況を取締役会に報告する
とともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「経営文書管理規程」並びに「内部情報管理規
程」に基づき、適切に作成、保存及び管理するとともに、取締役及び監査等委員は、これらの文書等
を常時閲覧できるものとする。

②法令又は取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行う。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①「リスク管理規程」を制定し、代表取締役社長の下、管理部が組織横断的リスク状況の監視並びに全
社的な対応を行い、各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部署が行うこととする。

②各部門の責任者は、自部門が整備するリスクマネジメント体制の下、担当職務の業務内容を整理し、
内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切かつ迅速に対策を実施する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
②取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
③取締役会は、中期目標・経営目標・予算を策定し、代表取締役社長以下取締役はその達成に向けて職
務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。

④稟議規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くよう
にする。

⑤業務執行取締役、執行役員、経営企画室長、管理部長による経営進捗会議を実施し、経営状況を共有
するとともに、各組織の活動状況を把握し、取締役自らの業務執行の効率化を図る。
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（５）当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①「関係会社管理規程」を定め、経営企画室及び管理部を中心とした関係会社管理を行い、その自主性
を尊重しつつ、重要事項について事前協議を行う。

②管理部が子会社のコンプライアンス体制やリスク管理体制を監視すると同時に、子会社の内部統制シ
ステムの状況を確認し、整備・運用を指導する。

③子会社の取締役の職務執行、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の状況並びにその他上記①及
び②において認識した重要事項に関して、当社の取締役会、監査等委員会等に報告する。

（６）監査等委員がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項並
びにその従業員の取締役からの独立性に関する事項
①監査等委員がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員と協議の
上、監査等委員を補助すべき従業員（以下、「補助使用人」という）を指名することができる。

②監査等委員が指定する補助すべき期間中は、補助使用人への指揮権は監査等委員に委譲されたものと
し、取締役の指揮命令は受けないものとする。

③補助使用人は、監査等委員会の指揮命令に従って、監査等業務を補佐するものとする。
④当該補助使用人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査等委員会の同意を得た上で行うもの
とし、監査等委員でない取締役からの独立性を確保するものとする。

⑤補助使用人が監査等委員会の指揮命令に従う旨を監査等委員でない取締役及び使用人に周知徹底す
る。

（７）取締役及び従業員が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
①当社及びグループ会社の取締役は、監査等委員に重要な会議への出席の機会を提供する。
②当社及びグループ会社の取締役は、監査等委員の要請に応じて監査等委員に対して職務の執行状況を
報告する。

③当社及びグループ会社の取締役及び従業員は、重要な法令・定款に違反する事実、重要な会計方針、
会計基準及びその変更、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときには、速やかに監
査等委員に報告する。

④当社及びグループ会社の取締役は、上記②又は③の報告をしたことを理由として取締役又は従業員を
不利に取り扱ってはならない。

⑤監査等委員の職務の執行において生じる費用については、会社法第399条の２第４項に基づくことと
し、同条の請求に係る手続きを定める。
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（８）その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①代表取締役社長は監査等委員と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行
う。

②内部監査担当者は会計監査人及び監査等委員と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うととも
に、監査等委員は、必要に応じて会計監査人及び内部監査担当者に報告を求める。

（９）反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方
①当社は、（１）①に基づく「行動規範」において反社会的勢力などと一切関係をもたないことを定め、
その順守を取締役及び従業員の義務とする。

②当社の取引先についても確認を行うなど、当社は、公共機関等との間で情報収集・交換ができる体制
を構築し、反社会的勢力の排除に寄与することを基本方針とする。

業務の適正性を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
①コンプライアンス及びリスク管理体制について

当社では、全社的なコンプライアンス及びリスク管理体制の強化・推進が必要不可欠であるとの認識の
もと、「コンプライアンス規程」、「リスク管理規程」を定め、経営企画室を主管部門としてコンプライア
ンス遵守及びリスク管理体制を構築しており、以下の事項を実施しております。

・コンプライアンス及びリスク管理に関する規程、マニュアル等の作成及び周知
・社内におけるコンプライアンス及びリスク管理教育
・その他コンプライアンス及びリスク管理の推進にあたっての指導及び助言
・内部通報制度の整備による法令違反等の早期発見と迅速な対応

②取締役の職務の執行について
取締役会は、16回開催し、取締役６名（うち、社外取締役（監査等委員を除く）１名、社外取締役（監

査等委員）３名）で構成されており、各取締役から業務執行状況及び業務管理状況の報告が行われるとと
もに、重要事項の審議・報告・決議を行っております。社外取締役は、独立した立場から決議に加わると
ともに、経営の監視・監督を行っております。

③内部監査の実施について
「内部監査規程」に基づき、社長直轄の内部監査担当者が内部監査を実施しております。また、内部監

査担当者が兼務するレーザ・オプティカルソリューション事業部開発製造グループに対する内部監査につ
いては、管理部の担当者が内部監査担当者になることで、相互に牽制する体制を採っております。内部監
査の結果は代表取締役社長に適時に報告されております。
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④監査等委員の職務の執行について
監査等委員会は、14回開催し、社外取締役（監査等委員）３名で構成されており、取締役会への出席の

ほか、代表取締役及び会計監査人と定期的に会合を持ち、経営課題、監査上の重要課題について意見交換
を行っており、監査等委員会はいつでも取締役及び従業員に対して事業の報告を求めることができる体制
を整備済みであります。
常勤監査等委員は取締役会のほか、経営進捗会議等の社内重要会議に出席し、業務執行の状況について

直接聴取を行い、経営監視機能の強化及び向上を図っていることに加え、会計監査人や内部監査担当者と
連携した監査を行い、当社の業務執行状況やコンプライアンスに関する問題点を定常的に監視する体制を
整備しております。

７．会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

８．剰余金の配当の決定に関する基本方針
当社は、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実を図ることが重要であると考えており、設立以

来配当を実施しておりません。配当政策の基本方針としましては、株主の皆様に安定的な剰余金の配当を実施
するとともに、財務体質の強化及び業績の中長期的な向上を踏まえた積極的な事業展開に備えるため、適正な
水準まで内部留保を充実することにあります。

（注）本事業報告に記載の金額は、単位表示未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 3,698,681 流 動 負 債 348,158

現 金 及 び 預 金 2,741,356 買 掛 金 111,351
売 掛 金 267,192 １年内返済予定の長期借入金 41,250
商 品 及 び 製 品 161,619 未 払 金 99,803
仕 掛 品 95,788 未 払 費 用 4,545
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 273,398 未 払 法 人 税 等 1,247
未 収 入 金 94,407 預 り 金 4,564
前 払 費 用 30,479 賞 与 引 当 金 49,875
１年内回収予定の差入保証金 22,415 業 績 連 動 報 酬 引 当 金 4,482
そ の 他 13,368 本 社 移 転 費 用 引 当 金 2,574
貸 倒 引 当 金 △1,345 資 産 除 去 債 務 28,463

固 定 負 債 317,754
固 定 資 産 1,867,259 長 期 借 入 金 288,750
有 形 固 定 資 産 948,229 長 期 未 払 費 用 10,285
建物附属設備（純額） 24,575 業 績 連 動 報 酬 引 当 金 2,438
機械及び装置（純額） 142,611 繰 延 税 金 負 債 1,034
工具器具及び備品（純額） 5,765 資 産 除 去 債 務 15,245
建 設 仮 勘 定 775,276 負 債 合 計 665,913

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 4,890,271
資 本 金 69,740

無 形 固 定 資 産 4,081 資 本 剰 余 金 6,266,721
投 資 そ の 他 の 資 産 914,948 資 本 準 備 金 6,266,721
関 係 会 社 株 式 3,372 利 益 剰 余 金 △1,445,543
長 期 貸 付 金 536,194 そ の 他 利 益 剰 余 金 △1,445,543
長 期 前 払 費 用 329,733 繰 越 利 益 剰 余 金 △1,445,543
差 入 保 証 金 45,609 自 己 株 式 △646
そ の 他 40 株 式 引 受 権 9,756

純 資 産 合 計 4,900,027
資 産 合 計 5,565,940 負 債 純 資 産 合 計 5,565,940
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 1,372,801
売 上 原 価 794,485
売 上 総 利 益 578,315
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 904,529
営 業 損 失 （△） △326,213
営 業 外 収 益

受 取 利 息 16,704
為 替 差 益 6,063
そ の 他 3,105
営 業 外 収 益 合 計 25,873

営 業 外 費 用
支 払 利 息 12
株 式 交 付 費 794
資 金 調 達 費 用 949
固 定 資 産 除 却 損 419
租 税 公 課 1,895
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,345
営 業 外 費 用 合 計 5,418

経 常 損 失 （△） △305,758
特 別 損 失

本 社 移 転 費 用 43,772
減 損 損 失 5,841
関 係 会 社 株 式 評 価 損 1,363
特 別 損 失 合 計 50,977

税 引 前 当 期 純 損 失 （△） △356,736
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,247
法 人 税 等 調 整 額 △836
法 人 税 等 合 計 410
当 期 純 損 失 （△） △357,147

（注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

2025 年 ４ 月 １ 日 残 高 55,482 6,252,463 6,252,463 △1,088,396 △1,088,396

《当期変動額》

新 株 の 発 行 14,257 14,257 14,257

当 期 純 損 失 △357,147 △357,147

自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の当期変動額
（純 額）

当 期 変 動 額 合 計 14,257 14,257 14,257 △357,147 △357,147

2026 年 ３ 月 31 日 残 高 69,740 6,266,721 6,266,721 △1,445,543 △1,445,543

株 主 資 本
株式引受権 純資産合計

自己株式 株主資本合計

2025 年 ４ 月 １ 日 残 高 △284 5,219,265 ― 5,219,265

《当期変動額》

新 株 の 発 行 28,515 28,515

当 期 純 損 失 △357,147 △357,147

自 己 株 式 の 取 得 △362 △362 △362
株主資本以外の項目の当期変動額
（純 額） 9,756 9,756

当 期 変 動 額 合 計 △362 △328,994 9,756 △319,238

2026 年 ３ 月 31 日 残 高 △646 4,890,271 9,756 4,900,027

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・子会社株式及び関連会社株式…… 移動平均法による原価法
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品及び製品……………………… 移動平均法による原価法
・仕掛品……………………………… 移動平均法による原価法
・原材料……………………………… 移動平均法による原価法
・貯蔵品……………………………… 個別法による原価法

なお、収益性の低下した棚卸資産については、帳簿価額を切下げております。

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産

定額法によっております。
耐用年数についてはビジネスごとに実態に応じた回収期間を反映し、次のとおり見積もっておりま

す。
・建物附属設備……………………… ２年〜15年
・機械及び装置……………………… ２年〜10年
・工具器具及び備品………………… ２年〜15年

（２）無形固定資産
定額法によっております。

・特許権……………………………… ８年
・商標権……………………………… 10年
・ソフトウェア
自社利用…………………………… ５年

（３）リース資産
所有権移転リース資産は、見積耐用年数にわたって、定額法により減価償却を行っております。ま

た、所有権移転外リース資産は、見積耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法に
より減価償却を行っております。

３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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（２）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度末に見合う金額を

計上しております。
（３）業績連動報酬引当金

役員への業績連動報酬の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しており
ます。

（４）本社移転費用引当金
本社移転に伴い発生する費用に備えるため、今後必要と見込まれる額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
商品及び製品の販売に係る収益は、主に製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品

及び製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品及び製品を引き渡す一時点にお
いて、顧客が当該商品及び製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識し
ております。
なお、企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項における代替

的な取扱い（出荷基準等の取扱い）を適用し、財又はサービスの国内の販売において、顧客による検収
時までの期間が通常の期間の場合は、出荷時点で収益を認識しております。また、輸出による販売にお
いては、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認
識しており、開発受託については、顧客の検収を受けた時点で収益を認識することとしております。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（１）繰延資産の会計処理

株式交付費は支出時に全額費用処理をしております。
（２）外貨建の資産、又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。

【表示方法の変更に関する注記】
（損益計算書関係）
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「租税公課」は、金額的重

要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。
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【会計上の見積りに関する注記】
１．棚卸資産

(１)当事業年度の計算書類に計上した金額
（単位：千円）

レーザデバイス
事業

レーザ・オプティカル
ソリューション事業※ 共用資産 合計

商品及び製品 160,885 733 ― 161,619

仕掛品 95,322 465 ― 95,788

原材料及び貯蔵品 273,164 33 200 273,398

評価損 35,721 616 ― 36,337
※2026年４月より従来「視覚情報デバイス事業」としていた報告セグメントの名称を「レーザ・オプティ
カルソリューション事業」に変更しております。この変更は報告セグメントの名称変更のみであり、セグ
メント情報に与える影響はありません。

(２)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①金額の算出方法
棚卸資産に関する収益性の低下による簿価切り下げの方法において、正味売却価額が取得原価より

下落している場合には、取得原価を正味売却価額まで引き下げ、取得原価との差額を棚卸資産評価損
として売上原価に計上しております。また、販売が合理的に見込めない棚卸資産及び長期間滞留して
いる棚卸資産についても将来の販売可能性を考慮し、販売不能と判断した金額を棚卸資産評価損とし
て売上原価に計上しております。

②主要な仮定
販売計画の立案（見積り）における主要な仮定は、将来販売数量の予測であります。
なお、レーザ・オプティカルソリューション事業の網膜投影製品の販売計画について、当初より予

定していた市場への進展が現時点で不透明であることから、販売実績を踏まえ、より保守的な販売数
量を正味売却可能数量としております。
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③翌事業年度の計算書類に与える影響
将来販売数量は、市場環境の影響を受けるため、前提とした状況が変化した場合には、棚卸資産の

評価に重要な影響を与える可能性があります。

２．固定資産の減損
(１)当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）
レーザデバイス

事業
レーザ・オプティカル
ソリューション事業※ 共用資産 合計

有形固定資産 947,439 0 789 948,229
無形固定資産 4,081 0 0 4,081
投資その他の資産
（長期前払費用） 329,090 0 642 329,733

減損損失 ― 5,841 ― 5,841
※2026年４月より従来「視覚情報デバイス事業」としていた報告セグメントの名称を「レーザ・オプティ
カルソリューション事業」に変更しております。この変更は報告セグメントの名称変更のみであり、セグ
メント情報に与える影響はありません。

(２)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①金額の算出方法
減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべ
きであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。
・レーザデバイス事業

レーザデバイス事業に属する固定資産について、前事業年度においては本社費等の配賦後の営業
損益がプラスとなったこと、また、使用範囲又は方法の変更の有無及び経営環境の著しい悪化又は
悪化する見込みといった状況の有無等により減損の兆候の有無を検討した結果、減損の兆候がない
と判断しております。

・レーザ・オプティカルソリューション事業
レーザ・オプティカルソリューション事業に属する固定資産の減損損失の金額を検討するに当た

り、当該資産グループにおける回収可能価額を使用価値により測定しておりますが、将来キャッシ
ュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため、回収可能価額を零で評価しております。

・共用資産
本社の全社的な資産については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資

産としてグルーピングしております。共用資産に属する固定資産の減損損失の金額を検討するにあ
たり、全社での収益性が悪化したことにより減損の兆候があると判断しておりますが、減損損失の
認識の判定において、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその
帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識しておりません。
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②主要な仮定
当社資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者によって承認さ

れた３ヶ年の事業計画及び４年目以降の期間の将来キャッシュ・フローの見積りに将来の不確実性を
反映させたものを基礎としております。その主要な仮定は将来の顧客の生産計画及び成長率により算
定した予想販売数量であります。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
主要な仮定の１つである予想販売数量は見積りの不確実性を伴うことから、予想販売数量が見込み

から大幅に乖離し、資産から得られる将来キャッシュ・フロー見込額が減少した場合には、減損損失
が発生する可能性があります。

【貸借対照表に関する注記】
１．有形固定資産の減価償却累計額 （千円）

建物附属設備……………………………………… 264,042
機械及び装置……………………………………… 817,205
工具器具及び備品………………………………… 86,861

計 1,168,109

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
（千円）

立替金……………………………………………… 1,131
未払金……………………………………………… 2,021

【損益計算書に関する注記】
１．関係会社との取引高

（千円）
営業取引による取引高
製造原価・販売費及び一般管理費…………… 278

営業外取引による取引高
営業外費用……………………………………… 1,131

２．本社移転費用
当社の本社移転に伴うものであり、主に二重家賃であります。なお、本社移転費用引当金繰入額2,574

千円が含まれております。

2026年05月19日 14時24分 $FOLDER; 42ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 42 ―

【株主資本等変動計算書に関する注記】
１．当事業年度末における発行済株式の総数

普通株式…………………………………………… 41,840,875株

２．自己株式
普通株式…………………………………………… 829株

３．当事業年度の末日における株式引受権に係る株式の種類及び数
普通株式…………………………………………… 50,382株

４．当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない新株予約権を除く）の目的
となる株式の種類及び数
普通株式…………………………………………… 1,218,300株

【税効果会計に関する注記】
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 単位：（千円）

繰延税金資産
繰越欠損金 2,387,437
減価償却超過額 39,581
賞与引当金 17,381
資産除去債務 15,232
フリーレント賃借料 3,584
その他 11,996

繰延税金資産小計 2,475,213
評価性引当額 △2,471,939

繰延税金資産合計 3,274
繰延税金負債

除去費用 4,309
繰延税金負債合計 4,309
繰延税金負債の純額 1,034
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【金融商品に関する注記】
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

当社は、営業活動における資金需要に基づき、主に増資と、銀行等金融機関からの借入れにより資金
を調達しております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金、未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。また、製品の輸出に

伴い一部の営業債権は外貨建てであり、為替の変動リスクに晒されています。
営業債務である買掛金、未払金は、概ね１年以内の支払期日であります。また、一部の営業債務は部

材輸入に伴い外貨建てであり、為替の変動リスクに晒されています。
長期貸付金及び差入保証金は、事務所の賃貸借契約に基づき、貸主に差し入れる建設協力金及び差入

保証金であり、貸主の貸倒リスクに晒されております。
短期借入金は運転資金、長期借入金は運転資金及び設備投資等の資金の調達を目的としたものであり

ます。
変動金利の長期借入金は、金利の変動リスクにさらされています。

（３）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、製品の販売にあたり、与信管理の基準及び手続きに従い、回収リスクの軽減を図っており
ます。営業債権については、取引先の信用状況を審査し、取引先別に回収期日及び残高を管理し、円
滑かつ確実な回収を図っております。

②資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、資金収支予測を作成し、資金需要を把握しております。

③金利変動リスクの管理
調達時に金利動向を勘案し、固定金利と変動金利の比率を適切に組み合わせることにより、金利上

昇が経営に及ぼす影響を一定の範囲内に抑制しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動

要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあり
ます。

２．金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びその差額については、次のとおりであります。な

お、市場価格のない株式等（子会社株式（貸借対照表計上額3,372千円））は、下記の表には含まれておりま
せん。また、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、未収入金、買掛金、未払金は短期間で決済される
ため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
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（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額

長期貸付金 536,194 444,147 △92,046
差入保証金
（１年内返還予定の差入保
証金を含む）

68,024 38,304 △29,720

資産計 604,219 482,452 △121,766
長期借入金
（１年内返済予定の長期借
入金を含む）

330,000 330,000 ―

負債計 330,000 330,000 ―
（注）変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ

とから、当該帳簿価額によっております。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(１)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
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(２)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

時価
区分 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 ― 444,147 ― 444,147
差入保証金
（１年内返還予定の差入保証金
を含む）

― 38,304 ― 38,304

資産計 ― 482,452 ― 482,452
長期借入金
（１年内返済予定の長期借入金
を含む）

― 330,000 ― 330,000

負債計 ― 330,000 ― 330,000
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

・長期貸付金
契約期間及び契約更新等を勘案し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現

在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
・差入保証金
契約期間及び契約更新等を勘案し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現

在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
・長期借入金
長期借入金の時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映していることか

ら、時価は帳簿価額とほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によるものとし、固定金利によ
るものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する
方法によっております。どちらもレベル２の時価に分類しております。

【関連当事者との取引に関する注記】
１．役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。
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【収益認識に関する注記】
１．収益の分解

財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
（単位：千円）

報告セグメント
合計レーザデバイス

事業
レーザ・オプティカル
ソリューション事業※

DFBレーザ 495,741 ― 495,741

小型可視レーザ 243,486 ― 243,486

高出力レーザ 259,141 ― 259,141

量子ドットレーザ 174,879 ― 174,879

開発受託 ― 198,603 198,603

網膜投影製品 ― 949 949

計 1,173,248 199,552 1,372,801
※2026年４月より従来「視覚情報デバイス事業」としていた報告セグメントの名称を「レーザ・オプテ
ィカルソリューション事業」に変更しております。この変更は報告セグメントの名称変更のみであり、
セグメント情報に与える影響はありません。

地域別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
（単位：千円）

報告セグメント
合計レーザデバイス

事業
レーザ・オプティカル
ソリューション事業

日本 433,489 198,052 631,541

米国 208,316 ― 208,316

欧州 180,777 ― 180,777

中国 172,674 ― 172,674

その他アジア 116,665 1,500 118,165

その他北米 39,640 ― 39,640

中東 21,685 ― 21,685

計 1,173,248 199,552 1,372,801
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２．収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであり

ます。

３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
(１)契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 315,198 267,192
契約負債 20,293 ―
契約負債は顧客からの前受金（流動負債のその他）であり、収益を認識した時点で取り崩します。当事

業年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、20,293千円であり
ます。

(２)残存履行義務に配分した取引価格
（単位：千円）

１年以内 492,901
１年超２年以内 26,048
計 518,949

【１株当たり情報に関する注記】
１株当たり純資産額 116.88 円
１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

純資産の部の合計額 4,900,027 千円
純資産の部の合計額から控除する金額 9,756 千円
（うち株式引受権） （9,756 千円）
普通株式に係る当事業年度末の純資産額 4,890,271 千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当事業年度末の普通株式の数 41,840 千株

１株当たり当期純損失 8.55 円
１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当期純損失 357,147 千円
普通株主に帰属しない金額 ― 千円
普通株式に係る当期純損失 357,147 千円
普通株式の期中平均株式数 41,773 千株
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なお、潜在株式調整後の１株当たり当期純損失については、潜在株式が存在するものの、１株当たり当期純
損失のため、記載しておりません。

【重要な後発事象に関する注記】
（資本金及び資本準備金の金額の減少並びにその他資本剰余金の処分）

当社は、2026年５月14日開催の取締役会において、今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的
として、資本金及び資本準備金の金額の減少並びにその他資本剰余金の処分を行うことについて、2026
年６月24日開催の定時株主総会に付議することを決議しております。その内容は以下のとおりでありま
す。
(１) 減少及び処分の目的

今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、資本金及び資本準備金の金額を減少し、
これらを原資として繰越利益剰余金への振替（欠損補填）を行うものであります。

(２) 資本金の金額の減少の内容
· 2026年５月13日現在の資本金の額94,467千円のうち84,467千円減少し、10,000千円といたしま

す。
なお、当社が発行している新株予約権が、資本金の額の減少が効力を生ずる日までに行使された場

合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。
· 減少の方法：減少する資本金の全額をその他資本剰余金へ振り替えます。

(３) 資本準備金の金額の減少の内容
· 2026年５月13日現在の資本準備金の額6,291,448千円のうち1,361,075千円減少し、4,930,372

千円といたします。
なお、当社が発行している新株予約権が、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日までに行使され

た場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。
· 減少の方法：減少する資本準備金の全額をその他資本剰余金へ振り替えます。

(４) その他資本剰余金の処分の内容
資本金及び資本準備金の額の減少により増加するその他資本剰余金1,445,543千円の全額を、繰越

利益剰余金へ振り替えるものであります。
(５) 日程
· 取締役会決議日：2026年５月14日
· 株主総会決議日：2026年６月24日
· 債権者異議申述最終期日：2026年８月中旬（予定）
· 効力発生日：2026年８月31日（予定）

(６) その他
本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変動はなく、業績に

与える影響もございません。
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
２０２６年５月１８日

株 式 会 社 Ｑ Ｄ レ ー ザ
取 締 役 会 御 中

みおぎ監査法人
東京都千代田区

指定社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 渡 邉 健 悟

指定社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 田 将 文

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社QDレーザの２０２５年４月１

日から２０２６年３月３１日までの第２０期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査等委員会は202５年4月1日から202６年3月31日までの第２０期事業年度の取締役の職務の執行に

ついて監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１. 監査の方法及びその内容

（１） 監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明する
とともに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な
会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の説明を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調
査いたしました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の執行が適正に行われていることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
２. 監査の結果

（１） 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス

テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても指摘すべき事項は認められま
せん。

（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人みおぎ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

202６年５月１８日
株式会社ＱＤレーザ 監査等委員会
取締役監査等委員（常勤） 内 田 悟 ㊞
取締役監査等委員 森 大 輝 ㊞
取締役監査等委員 松 下 修 ㊞

（注）監査等委員 内田悟、森大輝、松下修は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締
役であります。

以 上
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国際大通り

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株式会社ＱＤレーザ
https://www.qdlaser.com/

パシフィコ横浜ノース４階 G403/G404
神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１－２会 場

ＪＲ線 「桜木町駅」下車 北改札（東口）より徒歩12分（動く歩道経由）
横浜市営地下鉄「桜木町駅」下車 北１口より徒歩15分（JR線桜木町駅東口および動く歩道経由）

みなとみらい線 「みなとみらい駅」下車 ２番出口（いちょう通り口）より徒歩５分
交 通

お願い：当会場には専用駐車場・駐輪場の用意がございませんので、公共の交通機関等のご利用をお願い申しあげます。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
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